
 不審者出没情報対応体制 

本市で発生する不審者出没に対して、教育機関、関係諸機関と連携を図り、不審者抑止のために 

情報の共有化や巡視体制の強化を目指し、市民及び児童・生徒の安全に努める。 

不審者情報を広く市民に知らせるため、広報活動及び市ホームページにおいて情報を公開する。 

 

 

 

 

 

         

 

         

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                   

 

 

          

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

児童・生徒・保護者・不審者対策ネットワーク会議委員・地域住民等 

学  校 警  察 

教 育 委 員 会 

総合相談センター 

（少年センター） 

95-1111（内線 2533） 

市立全幼稚園・こども園・小・中・

高等学校へ周知（メール） 

不審者出没事案記録作成・

ホームページ掲載 

園長・校長会議、教頭会議等 

（報告） 

市民への注意喚起 

秘書広報課へ依頼 

ラジオ石巻で放送 

（注意呼びかけ） 

防災無線で放送 

（生命に関わる重大事案） 

通 
 

報 

メール等 

子ども保育課 

子育て支援課 

へ周知（メール） 

市内認可保育所 

市内子育て支援センター 

へ周知（メール） 

少年補導員 

不審者対策ネットワーク会議委員 

子
ど
も
の
見
守
り
・ 

あ
い
さ
つ
運
動 

緊急性がある：110 番 

それ以外： 

石巻署（95-4141） 

河北署（62-3411） 

通 
 

報 

両方に通報 

宮城県警の 

セキュリティメール 


